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  一般競争入札の公告 

 

 公益財団法人山形県建設技術センター経理規程第40条及び第43条に基づき地方自治法（昭和22年法

律第67号）第234条第１項の規定を準用して、令和６年度地域一括発注による橋梁点検・診断（１工

区）業務委託について、一般競争入札を次のとおり行う。 

  

 令和６年６月６日 

                           公益財団法人 山形県建設技術センター   

                                理事長  竹 内  晃 

 

１ 入札の場所及び日時 

(1) 場 所      山形市緑町一丁目９番３０号 

緑町会館１階 １０２会議室 

(2) 日 時      令和６年６月２８日（金）午前９時３０分 

 

２ 入札に付する事項 

 (1) 業 務 名  令和６年度地域一括発注による橋梁点検・診断（１工区）業務委託 

 (2) 委 託 箇所  天童市、中山町、寒河江市、西川町、朝日町、大江町、大石田町 管内 

 (3) 業務の概要  橋梁点検・診断 183 橋 

（天童市 31橋、中山町 25橋、寒河江市 30橋、西川町 32橋、朝日町 40橋、

大江町 19橋、大石田町 6橋） 

 (4) 履 行 期限  令和７年３月１４日まで 

 (5) 入札の方法  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相 

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金 

額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方 

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約 

希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

３  入札参加者の資格 

(1) 地域精通企業（(5)の要件を満たす者をいう。）４者以内及び専門領域企業（(6)の要件を満た

す者をいう。）１者で構成する設計共同体（以下「設計共同体」という。）であること。 

 (2) 設計共同体の構成員は、共同連帯して本業務を遂行するものであること。 

 (3) 設計共同体のすべての構成員が次に掲げる要件を満たしていること。 

イ 山形県財務規則（昭和39年３月県規則第９号。以下「規則」という。）第125条第５項の競

争入札参加資格者名簿に登載されている者（土木コンサルタント業務の鋼構造物及びコンクリ

ート部門の登録を受けている者に限る。）であること。 

ロ 他の設計共同体の構成員として本件入札に参加していないこと。 

ハ 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

(4) 設計共同体のすべての構成員が次のいずれにも該当しないこと。 

イ 役員等（構成員が個人である場合にはその者を、構成員が法人である場合にはその役員又は 

その支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以 
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下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であること。 

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団を 

いう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していること。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 

をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したことがあること。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的ある 

いは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

 

   (5) 地域精通企業の要件 

次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

イ 山形県内の東南村山地域（山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町）、西村山地域（寒河

江市、河北町、西川町、大江町、朝日町）又は北村山地域（村山市、東根市、尾花沢市、大

石田町）内のいずれかに本社（本店）を有すること。 

ロ 次のいずれかの資格を有する者を管理技術者として本業務に配置できること。 

   ① 技術士（総合技術監理部門－建設） 

   ② 技術士（建設部門） 

   ③ ＲＣＣＭ 

   ④ 土木学会認定上級土木技術者（橋梁、鋼・コンクリート） 

   ⑤ コンクリート診断士 

   ⑥ 土木鋼構造診断士 

ハ 次の要件を満たす橋梁点検員と点検補助員を本業務に配置できること。 

① 橋梁点検員 

管理技術者と同等又は国土交通省登録技術者資格（施設分野：橋梁（鋼橋及びコン

クリート橋）、業務：点検）のいずれかの資格を保有し、かつ、平成31年度以降に１

回以上、山形県が開催した橋梁点検研修会を受講していること。 

なお、橋梁点検員は、管理技術者と兼務することができるが、橋梁診断員とは兼務

できない。 

② 点検補助員 

国土交通省登録技術者資格（施設分野：橋梁（鋼橋及びコンクリート橋）、業務：

点検）の資格を保有、又は平成31年度以降に１回以上、山形県が開催した橋梁点検研

修会を受講していること。 

   なお、点検補助員は、他の技術者と兼務できない。 

 

 (6) 専門領域企業の要件 

次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

イ 平成25年度以降において、国、山形県、県内市町村、公益財団法人山形県建設技術センター 

が発注した山形県内に位置する道路橋を含む業務委託において、「橋梁点検・診断業務」又は 

「橋梁診断業務」を元請として受注（山形県県土整備部建設工事関連業務委託における共同設

計方式実施要綱に基づき発注された共同設計業務の構成員としての受注である場合を含む） 
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し、完了させた実績を有すること。 

ロ 次のいずれかの資格を有する者を管理技術者として本業務に配置できること。 

① 技術士（総合技術監理部門－建設[鋼構造及びコンクリート]） 

② 技術士（建設部門[鋼構造及びコンクリート]） 

③ ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート） 

④ 土木学会認定上級土木技術者（橋梁、鋼・コンクリート） 

⑤ コンクリート診断士 

⑥  土木鋼構造診断士 

 (7) 照査技術者の配置 

設計共同体の構成員のうち１者は、(6)ロの管理技術者と同等の資格を有する者を照査技術者と

して本業務に配置できること。 

なお、照査技術者は、他の技術者と兼務できない。 

(8) 橋梁診断員の配置 

設計共同体の構成員のうち１者は、(6)ロの管理技術者と同等又は国土交通省登録技術者資格

（施設分野：橋梁（鋼橋及びコンクリート橋）、業務：診断）を有する者を橋梁診断員として本

業務に配置できること。なお、橋梁診断員は管理技術者と兼務することができる。 

 

４ 契約条項を示す場所等 

(1) 契約条項を示す場所 

山形市緑町一丁目９番３０号 緑町会館２階 

公益財団法人 山形県建設技術センター 社会資本メンテナンス課 

(2) 業務に係る設計図書の交付場所 

山形市緑町一丁目９番３０号 緑町会館２階 

公益財団法人 山形県建設技術センター 社会資本メンテナンス課 023-676-6080 

(3) 配布する設計図書（※USB等持参電子媒体への配布） 

イ 金抜き設計書、特記仕様書、積算についての条件明示 

   配布期間 令和６年６月６日（木）から令和６年６月１７日（月）まで 

配布方法 設計図書借受申込書の提出と引換えで配布する。 

 

５ 入札参加資格の確認等 

  入札への参加を希望する者は、入札参加者の資格を確認できる書類を、次に揚げる期間内に、提

出するものとする。 

 (1) 受付期間  令和６年６月６日（木）から令和６年６月１７日（月）まで（土、日曜日を除く。） 

 (2) 受付時間  午前１０時から午前１２時、午後１時から午後４時（最終日にあっては午後２時） 

         まで 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

 (1) 入札保証金  免除する 

 (2) 契約保証金  契約金額の100分の10に相当する金額以上の額 

ただし、山形県財務規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。（第 
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１号の県をセンターと読み替える。） 

 

７ 入札の無効 

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規

則第122条の２の規定に該当する入札は、無効とする。 

 

８ その他 

 (1) この入札は最低制限価格制度を適用する。なお、最低制限価格は、非公表とする。 

 (2) その他、詳細については入札説明書による。 

  

 

 

 

 


